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御殿場市国保ヘルスアップ事業実施計画  

 

１． データヘルス計画（第二期）策定までの経緯と中間見直しについて 

平成２５年６月に閣議決定された「日本再興戦略」の中で、健康寿命の延伸が重要なテーマ

に挙げられた。それを実現する予防・健康管理の推進に関する新たな仕組みづくりの１つと

して、政府は医療保険者に「データヘルス計画の策定・実施」を求め、御殿場市でも平成２８

年度に「御殿場市国民健康保険データヘルス計画（第一期）」を、平成２９年度末に「御殿場

市国民健康保険データヘルス計画（第二期）」を策定した。 

第二期は平成３０年度から３５年度の６年間としているため、令和２年度は中間評価の時

期に当たる３年目となる。これまで２年間の保健事業を精査し、残りの計画期間に向けて目

標・事業実施についての見直し・修正を行う。 

 

２．御殿場市国民健康保険の現状と課題 

データヘルス計画（第二期）において行った医療費分析・特定健診の結果分析のまとめは以

下の通り。 

○被保険者数の減少により総医療費は減少しているが、一人当たり医療費は増大している 

○高額レセプトが発生した人の中で、継続的に病院を受診していない人や健診が未受診の人

はそうでない人に比べて医療費が高額になる傾向がある 

○慢性腎臓病で人工透析を受けている人の原因疾患は糖尿病性腎症が多く、糖尿病の有病者

も多い 

○健康状態不明（健診未受診・医療のレセプトがない）の人が４，０００人余り存在する・

比較的若年者の男性において健診の有所見率が高く、肥満傾向にある 

○御殿場市はメタボリックシンドロームの該当者割合が県平均に比べて高い 

 

御殿場市の傾向として、長年にわたり肥満者・メタボリックシンドローム該当者が県平均

を上回っており、その傾向は特に男性において顕著となっている。さらに、健康状態の把握が

できない層（生活習慣病関連のレセプトが存在せず、特定健診も受診していない層）が約３

２％存在し、潜在的な肥満・メタボリックシンドローム該当者も相当数いることが予想され

る。現状を認識しないまま知らず知らずのうちに生活習慣病関連疾患が悪化し、重症循環器

系疾患や糖尿病性腎症による慢性腎不全の状態へと進行することで、市全体の健康度が下が

り、これが将来的にさらに増加することが懸念される状態といえる。 

 

３．課題を踏まえた重点項目 

前項の課題から導き出された御殿場市国民健康保険における重点課題は以下の４点。今年

度も引き続き重点的に取り組みを行う。 

 ①特定健診受診率向上による被保険者の健康状態の把握 

②特定保健指導対象者の確実な保健指導の実施によるメタボリックシンドロームの改善 
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 ③適正受診による疾病予防・重症化予防 

 ④糖尿病重症化予防事業による慢性腎不全への進行予防 

 

 

４．令和元年度までの実施を踏まえた現在の状況 

 

①について：特定健康診査受診率は、未受診者

対策事業と受診率向上の取り組みにより、令和元

年度の暫定値では４６．５％となった。平成３０

年度から導入している「健康年齢」を活用するこ

とにより、経年変化を見ることでさらに関心が高

まったり、適正受診につながるという効果も期待

できる。さらに、特定健診に到達する前の年齢層

への健診の働きかけや、国保加入手続き時に手厚

く健診の案内を行うことなどにより継続受診につ

なげ、さらなる受診率向上を図る。 

 

②について：メタボリックシンドローム（内臓脂肪症

候群）該当者数は、ここ５年ほぼ横ばいであるのに対し、

被保険者減少に伴い健診受診者数は減っているため、

該当者割合は上昇している。一方、特定保健指導の利用

率について平成 29年をピークに減少傾向で、その理由

としては、国による保険者毎の実施率公表が始まった

ことから計算方法が変更になったこと、リピーターの

増加、社会状況の変化に伴う就業率の上昇により利用

につながりにくくなっている状況などが考えられる。

また、新規利用者に比べて継続利用者は保健指導の効

果が弱くなりやすい*ともいわれており、利用率の向上

だけにとどまらず、効果の出やすい新規利用者の利用

拡大に注力するなどメリハリをつけ取り組みを進めて

いく必要がある。 

*令和 2年 3 月 23日厚生労働省「保険者による健診・保健指導等に関

する検討会」による 

 

 

 

③について：受診勧奨レベルのハイリスク者訪問については、令和元年度、糖尿病性腎症重

症化予防事業を新規事業として注力したため、他疾患の受診勧奨値を持つハイリスク者の訪

問について実施することができなかった。しかし、高血圧症は脳心血管病の最大の危険因子
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といわれているほか、当市においては脂質異常症の有所見者割合の高い傾向もあるため、マ

ンパワーを考慮しながら受診勧奨訪問を検討していく必要がある。薬剤重複者については、

経年の実施により徐々に該当者が減ってきているが、引き続きリストアップし介入を行って

いく。 

 

④について：平成３０年３月に県が作成した「糖尿病重症化予防プログラム」に則り、平成

３０年度に御殿場保健所管内として実施要領を作成。令和元年度を初年度として糖尿病性腎

症重症化予防事業を実施した。御殿場市医師会の協力を得て尿中アルブミン検査を行い、そ

の結果の腎症病期と受診状況を鑑みた介入を行った。年度で２回、行政及び医師会（理事・専

門医）による連絡会議を開催し、実施方法やその結果について検討、調整を進めている。今年

度以降検査の効率的・効果的な実施及び保健指導のあり方について検討しながら進めていく。 

 

令和元年度も引き続きデータヘルス計画に則り事業を進めていくが、計画の中間見直しを

視野に事業評価を行い、計画の修正など必要に応じて対応を検討していく。事業実施にあた

っては、国の補助金（特別調整交付金）を受け、御殿場市国保ヘルスアップ事業として実施す

る。 

 

５．重点事業の実施について 

上記重点事業に関する保健事業を以下の通り実施する。評価については、ストラクチャー

（構造）、プロセス（過程）、アウトプット（数量）、アウトカム（効果）の４つの指標で行う。 

 

①ａ 健診未受診者対策事業 

目的 健診を受ける人を少しでも増やすことで高額レセプトにおける一人あたり

医療費の減少をはかり、健診が病気の早期発見や予防に関係が深いことか

ら、健康状態不明な人を少なくすることを目的とする。 

実施方法 （株）ＪＭＤＣに業務委託する。 

事業者は、昨年度の事業実施の結果から今年度の課題を提示し、健康年齢通

知の実施時期・方法について市と相談。その後市からデータ提供を受け分析

し、具体的で効果的な内容・方法により健康年齢通知を使った受診勧奨を行

う。 

実施時期 ７月～３月 

事

業

評

価 

構造 業者選定は適切であったか 

実施規模・業務内容に対して予算は妥当であったか 

業務全体を通して適切に管理されていたか 

過程 対象者の選定は適切であったか 

担当課と業者の打ち合わせは十分にできていたか 

数量 通知等発送数 

効果 通知発送数に対する受診率 

特定健診実施率（中間報告値・法定報告値） 
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①ｂ 若年者における特定健診に準じた健診受診促進事業 

（生活習慣病の一次予防に重点を置いた取組：早期介入保健指導事業） 

目的 昨今の若年者（４０歳代）の健診未受診率の高さから、特定健診の対象年齢

となる前から自らの体を見直し、健診を継続的に受診する習慣を身に着ける

ことによりさらに早い段階でメタボリックシンドロームや疾病が予防でき

るようにする。 

実施方法 特定健診と同じ時期・方法により実施。 

事業の周知として、節目年齢と特定健診導入直前年齢（３０歳・３５歳・３

９歳）に対し、案内通知を発送する。申請についても柔軟な対応を行う。 

実施時期 特定健診の実施時期に準ずる 

事

業

評

価 

構造 実施規模・業務内容に対して予算は妥当であったか 

業務全体を通して適切に管理されていたか 

過程 対象者の選定は適切であったか 

数量 通知等発送数、受診者数、保健指導数 

効果 通知発送数に対する受診率、継続受診者数（数値の推移） 

 

 

②特定保健指導 

目的 メタボリックシンドローム該当者とその予備群の方に対し、保健指導を行う

ことで、メタボリックシンドロームの解消を目的とする 

実施方法 健康推進課において事業を進めていく。 

国保年金課の保健事業担当者（専門職）は、月に 1回の打ち合わせ会に参加

し、事業の質の向上、効率化に努める。必要時健康推進課の依頼を受けて集

団指導、個別指導に従事する。 

実施時期 通年 

事

業

評

価 

構造 人員配置は適正だったか、事業に必要な物品は整備されていたか 

実施規模・業務内容に対して予算は妥当であったか 

 

過程 事業がスケジュール通りに実施されていたか 

記録類は適切に管理されているか、内容は妥当か 

指導者のスキルアップはできているか 

数量 通知返信率、指導実延人数、教室参加人数 

効果 数値改善率 

特定保健指導対象者の減少率 

 

 

 

③ 重複多受診者適正受診勧奨訪問事業 

目的 特に同一効能の薬剤を複数の医療機関において処方されている被保険者に

対し、適正受診を促すことによって適正処方となり、医療費の適正化と薬剤

による体への負担を解消し、健康増進に資するものとする。 

実施方法 茶っとシステムより毎月更新される重複投薬該当者リストに上がる被保険

者、対象薬剤を検討し、レセプト情報からピックアップした重複投薬該当者
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について訪問により保健指導を行う。 

国保年金課と健康推進課と連携をし、ケースの割り振りや同行について調整

を行いながら進める。 

実施時期 随時（４か月ほどリストを蓄積し、対象者の選定を行ったうえで両課で相談

しながら行う） 

事

業

評

価 

構造 時期は適切であったか 

実施規模指導方法は適切であったか 

業務全体を通して適切に管理されていたか 

過程 対象者の選定は適切であったか 

庁内担当課との打ち合わせは十分にできていたか 

数量 訪問実施者数 

効果 保健指導者数に対する重複受診者数 

重複投薬該当者の減少率 

 

④糖尿病重症化予防事業 

目的 CKD の原因疾患であり、当市において罹患率の高い糖尿病について、適切な

受診勧奨・保健指導を行うことにより糖尿病性腎症への進行を予防し人工透

析導入者の減少をめざす。 

実施方法 特定健診の結果により二次健診として尿中アルブミン検査を行い、腎症１

期・２期のうちから介入し重症化を防ぐ。ハイリスク者についても、受診に

つながっていない人について受診勧奨を行い、適正受診を促す。 

 事業の実施に関して、県・医師会・小山町とで構成される連絡会議を開催

し、事業の進捗状況の確認・意見の集約を図る。また、保健指導従事者に対

して研修会を行い、質の向上を図る。 

実施時期 ４月～ 

事

業

評

価 

構造 県、小山町、医師会、かかりつけ医、専門医との連携は十分にできていたか 

過程 担当者連絡会等の開催回数・時期は適切だったか 

事業実施方法、対象者の選定について十分に協議できたか 

地域性を考慮したものにできたか 

数量 会議開催回数、二次健診実施数、勧奨通知数、保健指導者数 

効果 糖尿病医療受診率 

新規人工透析導入者数 

 

６．その他の保健事業 

 重点保健事業以外の保健事業についても、年間スケジュールに則り実施する。 

 

７．年間スケジュール 

 別紙年間スケジュールのとおり保健事業を実施する。 

 



 

 
 

令和２年度　保健事業年間スケジュール

重点項目 事業名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

訪問マッサージ確認訪問

対象者：随時

ジェネリック差額通知

月初：データ登録

月下：引き抜き・発送

医療費通知

月初：データ抽出　月中：通知作成

月下：引き抜き・発送

高齢者の保健事業と介護予防の一体化事業

脳ドック

薬剤重複・多受診訪問

糖尿病重症化予防事業

※事業の詳細スケジュールあり

個人インセンティブ事業

（ごてんば健康マイレージ）

その他

その他

その他

①

②

③

その他

④

その他

特定健診に準じた検査

（早期介入保健指導事業）

①ａ

①ｂ

その他

特定健診

特定保健指導

健診未受診者対策

医療機関依頼

通知発送
健診実施

法定報告

作業

次年度

準備

交付金

報告・申請

前年度の評価

対象者への通知発送

保健指導

評価

集団指導（栄養・運動）

当初通知

PR媒体作成

健診PR
データ確認

対象者選定
勧奨通知発送

効果測定

健診実施

健診PR

申請受付・決定通知発送・健診実施・支払（随時）

対象者抽出

レセプト確認

対象者抽出

レセプト確認

訪問

訪問

効果測定

二次健診実施

レセプト確認・ハイリスク者の対象判定

広報

保健指導

未受診者通知

保健指導

健康年齢通知

WG WGWG
庁内検討

委員会
庁内検討

委員会

庁内検討

委員会
契約

１・２月

診療分

３・４月

診療分

５・６月

診療分

７・８月

診療分

９・１０月

診療分

11・12月

診療分

４月

診療分

９月

診療分


